
大仙市設計・施工一括発注方式試行要綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、大仙市が発注する建設工事について「設計・施工一括発注方式」を

試行するにあたり、必要な事項を定める。

（定 義）

第２条 この要綱において「設計・施工一括発注方式」とは、設計・施工分離の原則の例

外として、建設工事の入札前に設計提案、施工方法及び詳細設計等に関する技術提案（

以下「技術提案」という。）を受け付け、技術提案が発注者の事前審査で承認された場

合、その技術提案を基に入札する方式で次のものをいう。

（１）概略の仕様や基本的な性能・設計に基づき、設計と施工を一体として発注するもの

（以下「性能発注方式」という。）。

（２）基本設計に基づき、詳細設計と施工を一体として発注するもの（以下「詳細設計方

式」という。）。

（対象工事）

第３条 設計・施工一括発注方式の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、条

件付き一般競争入札に付す工事で、次に該当するものとする。

（１）「性能発注方式」については、高度または特殊な技術力を要するとともに、民間に

おける施工技術の開発が著しい工事で、設計技術が施工技術と一体で開発されるなど

により、個々の業者が有する特別な設計・施工技術を一括して活用することが適当な

もの。

（２）「詳細設計方式」については、メーカーや施工業者が設計技術を有するもので、施

工業者が保有する機器材等により施工方法等が異なるため、これらを踏まえた詳細設

計を行うことが効率的と考えられるもの。

２ 前項に規定する工事の発注にあたっては、原則として大仙市総合評価落札方式試行要

綱第５条第１項第３号に規定する技術提案型を併用するものとする。

（工事の選定等）

第４条 工事の選定及び技術提案を求める範囲は、別に定める技術審査委員会（以下「技

術委員会」という。）の審議を経て、大仙市入札契約資格等審査委員会（以下「審査委

員会」という。） が決定する。

（提案の募集）

第５条 提案の募集にあたっては、入札公告において次の事項を明示することにより行う

ものとする。

（１）入札公告に係る工事が設計・施工一括発注方式の対象工事であること。

（２）発注者が示した仕様・性能及び設計等についての図面及び仕様書等の内容に基づき

工事施工に必要な実施設計及び施工方法等についての技術提案を求めること。



（３）技術提案の審査の結果、提案が採用されない場合があること。

（４）技術提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、そ

の後の工事において、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排

他的権利を有する提案についてはこの限りでないこと。

（５）発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計及び工事に関する請負業者の責

任が軽減されるものではないこと。

（技術提案書の提出）

第６条 入札参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）

の提出の際に併せて、技術提案の内容を明示した技術提案書を提出するものとする。

２ 前項の規定により提出された技術提案書は、次により取り扱うものとする。

（１）技術提案書の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。

（２）技術提案書の返却及び公表は行わないものとする。

（３）技術提案書の提出後における提案内容の変更は認めないものとする。

（提案の審査等）

第７条 技術提案の審査及び採否の決定は、技術委員会の審議を経て、審査委員会が行う

ものとする。

２ 審査にあたっては、設計案及び施工方法案等に基づいて工事目的物の機能・品質の確

保を前提とした施工の確実性及び安全性等を評価するものとする。また、必要に応じて、

提案者から提案内容についてのヒアリングを行うものとする。

（提案者等に対する採否の通知等）

第８条 市長は、技術提案の採否について、提案者に対して、技術提案書の採否通知書に

より通知するものとする。

２ 前項の場合、技術提案が適正と認められなかった者に対しては、採用しない理由を付

記して通知するものとする。

（低入札価格調査制度の適用除外）

第９条 本要綱に基づく建設工事については、大仙市建設工事低入札価格調査取扱要綱の

規定を適用しない。

附 則

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。


